
        

 

 

 

 

 

  

 

 

～空家についての相談等に対応します～ 

「岐阜県空家等総合相談員登録制度」を創設します 
 

市町村や県民等が、空家に関する総合的な相談を行うことができる環境を整備

するため、民間の専門家を「岐阜県空家等総合相談員」として登録し、市町村等

へ派遣する事業を開始します。 

つきましては、下記のとおり、相談員委嘱状の交付式を開催します。 

 

記 

 

１ 日 時  平成２８年６月３０日（木）１５時３０分～ 

 ２ 場 所  県庁８階 都市建築部長室 

 ３ 出席者  高橋
たかはし

 邦一
くにかず

 （宅地建物取引士・一級建築士） 

名和
な わ

 泰
やす

典
のり

 （宅地建物取引士） 

        林
はやし

  直道
なおみち

 （宅地建物取引士）        

       林
はやし

  仁
ひと

美
み

 （宅地建物取引士） 

村瀬
む ら せ

 賢一
けんいち

 (宅地建物取引士・一級建築士) 

 ４ 内 容 ・相談員へ委嘱状の交付 

・岐阜県挨拶  （岐阜県都市建築部長 酒向
さ こ う

 仁
よし

恒
のぶ

） 

         

 

◆ 岐阜県空家等総合相談員登録制度の概要 

(１)相談員の主な要件（要件を満たす方からの申請に基づき登録）  

・実務経験を有する民間の専門家（県住宅供給公社が開設する「空き家・すまい 

総合相談室」の総合相談員として１年以上実務経験を有する者） 

 ・現に、主たる業務として空家等の売買、賃貸、リフォーム、解体、管理等の 

実務に携わっている者 

（２）主な業務内容（市町村、自治会等の団体向け） 

  ・市町村による空き家等対策の相談への対応 

  ・市町村、地域の自治会等の団体が主催する各種会議、市民向け空き家相談会、 

講習会等への参加要請への対応 

（３）事業開始日   平成２８年６月３０日から 
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